
公告 07-第８号 

２０２６年３月２日 

被保険者 各位 

ディスコ健康保険組合 

理事長 田村 隆夫 

 

子ども・子育て支援金について 

 

 

 ２０２６年４月１日改定の健康保険法第１５５条に新設される子ども・子育て支援納付

金に伴い、保険料を下記のとおり徴収しますのでお知らせします。 

なお、実施年月日は２０２６年４月１日となります。（５月給与控除分から） 

 

記 

 

１．子ども・子育て支援金の保険料内容 

 （１）保険料率 

合計保険料率     2.30/1000    

 

 （２）保険料負担割合 

 

被保険者  1.15/1000        

事 業 主  1.15/1000        

計      2.30/1000        

 

 

以上 

 


